[bookmark: _Hlk213787884]東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業者募集要項

１　事業名
東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業（以下、「本事業」という。）
２　事業概要
東海市立保育園（以下、「市立保育園」という。）に入園している園児の保護者に対し、午睡用寝具リースを提供するものとし、利用を希望する園児が在籍する市立保育園で実施する。
３　実施期間
協定締結日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで
[bookmark: _Hlk213788065][bookmark: _Hlk213788089]※午睡用寝具リース提供開始は、原則令和８年（２０２６年）４月１日からとする。但し、本事業を円滑に行うことが認められる場合、開始時期を早めることも協議の上、可とする。
※なお、実施期間の運営等に支障がない場合、本市の申出により、実施期間を更新することができる。
４　担当課
〒476-8601 東海市中央町一丁目１番地　６階
東海市役所　市民福祉部　幼児保育課　担当 竹谷、前田
電話番号 ０５２－６１３－７６６９　０５６２－３８－６２９２
ＦＡＸ 　０５２－６０４－９２９０
e-mail　  hoiku@city.tokai.lg.jp
５　参加資格要件
以下の要件を全て満たしていなければならない。
⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと（同条第２項各号のいずれかに該当すると認められてから３年を経過している場合を除く。）。
⑵　東海市建設工事等請負業者指名停止取扱内規（昭和５９年４月１３日施行）に基づく指名停止を受けていないこと。
⑶　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしていないこと。
⑷　東海市と愛知県東海警察署が締結した東海市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２４年２月１７日締結）に基づく排除措置を受けていないこと。
⑸　宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
⑹　国税、都道府県税及び市町村税の未納がない者であること。
⑺　同種の午睡用寝具リース提供の保育施設での実績が、過去３年以内において１施設以上あること。
６　スケジュール
[bookmark: _Hlk213788107]⑴　募集開始日　　　　　　令和７年（２０２５年）１１月１８日（火）
[bookmark: _Hlk213788117]⑵　参加表明書提出締切日　令和７年（２０２５年）１１月２６日（水）
[bookmark: _Hlk213788131]⑶　質問締切日時　　　　　令和７年（２０２５年）１１月２６日（水）午後５時
[bookmark: _Hlk213788141]⑷　質問回答日　　　　　　令和７年（２０２５年）１１月２８日（金）
⑸　企画提案書等・辞退届提出締切日
[bookmark: _Hlk213788153]　　　　　　　　　　　　　令和７年（２０２５年）１２月１１日（木）
⑹　審査結果（採否）通知日（優先交渉権者決定）
[bookmark: _Hlk213788170]　　　　　　　　　　　　　令和７年（２０２５年）１２月１９日（金）予定
[bookmark: _Hlk213788183]⑺　協定書締結日　　　　　令和７年（２０２５年）１２月２５日（木）予定
７　応募書類の配布
前記６⑴の募集開始日から⑸の企画提案書等・辞退届提出締切日まで、東海市ホームページからダウンロードする。
８　提出方法
参加表明書の提出方法は、直接持参または郵送（ＦＡＸ 不可）、メールとする。
企画提案書等の提出方法は、直接持参または郵送（ＦＡＸ 不可）とする。
【持参の場合】前記６の各提出締切日までの午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に持参すること。
【郵送の場合】前記６の各提出締切日内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を前記４担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。
【メールの場合】前記６の各提出締切日内に必着とする。なお、メールで提出した旨を前記４担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。
９　提出書類
⑴　参加表明書の提出
企画提案書等を提出する者は、以下のとおり「参加表明書」を提出すること。
ア　提出書類
(ｱ) 参加表明書【様式１】
必要事項を記入した上で提出すること。
提出部数は１部とする。
(ｲ) 提出期限 
前記６⑵の参加表明書提出締切日まで
(ｳ) 提 出 先 
前記４の担当課まで
 　　 (ｴ) 提出方法
 　　　　 前記８の提出方法のとおり
⑵　企画提案書等の提出
ア　提出書類等
以下の(ｱ)及び(ｲ)の各提出部数は９部（正１部、副８部）とする。
(ｱ) 企画提案書【自由様式】
・Ａ４版 横書 左綴じ 両面印刷で１５枚まで
・正は、事業者の名称、所在地、代表者職氏名を記載のうえ、担当者名及び担当者連絡先を記載すること。
・宛名は「東海市長」とすること。
・表紙には「東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業提案書」と記載すること。
・本事業において企画提案をすることができるのは１案だけとする。
・提出期限後の企画提案書の差替は認めない。（本市が補正等を求める場合を除く。）
 (ｲ) 定額午睡用寝具リース提供料金【様式２】
・定額午睡用寝具リース提供料金については、本事業の１契約あたりの月額料金（消費税含む）を別添の指定様式に記載すること。
　なお、支払手数料がある場合は併せて記載すること。
[bookmark: _Hlk212654130]・定額午睡用寝具リース提供料金の記載内容を確認し、必要に応じて補正を求めることがある。
(ｳ) 直近の納税証明書（未納がないことの証明。法人は法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税及び地方消費税。個人は所得税、個人事業税、都道府県民税並びに市町村民税、消費税及び地方消費税。いずれも提出期限前６か月以内のもので、写し可。）
　　　(ｴ) 法人は商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、個人は事業主の身元証明書（いずれも提出期限前６か月以内のもので、写し可。）
　　　(ｵ) 提供予定の寝具の見本一式
　　　　※(ｱ)～(ｴ)の書類は返却しない。
　　　　※(ｵ)の寝具の見本一式については、審査終了後、提出先において返却する。
イ　提出期限
前記６⑸の企画提案書等・辞退届提出締切日まで
ウ　提 出 先 
前記４の担当課まで
エ　提出方法
前記８の提出方法のとおり
１０　提案書記載事項
別紙の「東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業 仕様書」に基づき、次の項目の順で、提案を作成すること。
⑴　本事業を適切に実施するための体制（仕様書５⑴、⑷、⑺、⑽関連箇所）
　・事業を適切に実施するため、電話やメール、ホームページ等を活用した相談サポート体制
　・過去３年以内の同種リース提供事業の保育施設での実績（施設数）
　　公立保育施設の実績があれば自治体名も記載すること。
　・提案内容を実施できる人員体制及び物流体制
　・事業者、保護者、本市・保育園の役割分担
　・個人情報保護に対する考え方
⑵　保護者の負担軽減の考え方（仕様書５⑴、⑵、⑶、⑹、⑻、⑼関連箇所）
　・保護者への利用案内資料の提供などの本事業の周知方法
　・申込や解約等の手続きや方法
　・定額午睡用寝具リース提供料金の支払方法（支払方法による支払手数料の有無の詳細についても記載）
　・午睡用寝具の交換のしやすさ等、保護者の負担軽減に対する配慮
⑶　保育従事者の負担軽減の考え方（仕様書５⑴、⑷、⑸、⑹、⑺、⑼関連箇所）
　・契約された保護者等が確認できる資料の各市立保育園への提供方法
　・市立保育園への配送の時間、市立保育園内の指定場所への納品方法
　・定額午睡用寝具リース提供料金の徴収が保育従事者に負担とならないような事業者の工夫
　・午睡用寝具の使用者の識別の容易さ等、保育従事者の負担軽減に対する配慮
⑷　寝具の性能、衛生管理（仕様書５⑵、⑶関連箇所）
　・午睡用寝具リース提供事業に係るマット等のメーカー、商品名、規格
　・午睡用寝具リースの洗濯・消毒の回数や実施方法
　・園児への安全性、肌トラブルや快適さ等の配慮
⑸　その他、事業者としての付加的な提案（仕様書５⑼関連箇所）
　・災害発生時における契約者以外への予備午睡用寝具リースの提供等
　・お試し期間の導入等
１１　提案書作成に関する質問受付
提案書作成に関して疑義が生じた場合には、前記４の担当課まで、「質問書」【様式３】をＦＡＸもしくは電子メールにて問い合わせること。送付後、速やかに担当課まで電話をし、必ず到達確認をすること。
なお、質問は、参加表明書提出事業者のみとし、受付期間は前記６⑴の募集開始日から⑶の質問締切日時までとし、それ以後は一切受け付けない。
１２　提案書提出の辞退
参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、「参加辞退届」【様式４】に事業者の名称、所在地、代表者職氏名を記載し、また、辞退理由も記載のうえ、１部提出すること。
⑴　辞退届提出期限
前記６⑸の企画提案書等・辞退届提出締切日まで
⑵　提出先
前記４の担当課まで
⑶　提出方法
前記８の提出方法のとおり
１３　失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、選定事業者が協定締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合又は該当していることが判明した場合は、選定事業者の決定を取り消し、その者とは協定を締結しない。
⑴　選定事業者が参加資格要件を満たさなくなった場合
⑵　選定事業者が次に該当した場合
　ア　法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。
　　イ　法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
　　ウ　法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
　　エ　法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
　　オ　仕入れ先の契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
　　カ　受注者が、アからエまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ　暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に請　負代金債権を譲渡したとき。
　　ク　オ又はカに掲げるもののほか、法人等の役員等又は使用人が、アからエまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
⑶　提出期限までに書類が提出されない場合
⑷　提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く。）
⑸　提出書類に虚偽の記載があった場合
⑹　著しく信義に反する行為があった場合
⑺　協定を履行することが困難と認められる場合
⑻　企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合
⑼　本業務について２案以上の企画提案をした場合
(10)　審査の公平性に影響を与える行為があった場合
１４　企画提案書等の審査
⑴　審査項目及び配点
	本事業を適切に実施するための体制
	１０点

	保護者の負担軽減の考え方
	１０点

	保育従事者の負担軽減の考え方
	１０点

	寝具の性能、衛生管理
	２０点

	その他、事業者としての付加的な提案
	１０点

	定額午睡用寝具リース提供料金
提出された定額午睡用寝具リース提供料金のうち、その最低定額午睡用寝具リース提供料金を４０点満点とし、下記の方法によりほかの定額午睡用寝具リース提供料金の点を算出する。なお、小数点第２位以下は四捨五入とする。
　最低定額午睡用寝具リース提供料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×４０点　
　　定額午睡用寝具リース提供料金
	４０点

	計
	１００点


⑵　審査方法
審査は東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業者審査委員会（以下、「審査委員会」という。）により非公表で行う。審査委員会による書類審査を実施し、最も優れている提案者を優先交渉者とし、次点の提案者を次点交渉者として選定する。なお、審査の際に、提案者によるプレゼンテーションは実施しない。
審査内容、結果についての異議は認められない。
⑶　審査結果
審査結果は採否に関わらず、前記６⑹の審査結果（採否）通知日（優先交渉権者決定）に通知する。
⑷　選定事業者の決定
審査の結果を踏まえ、協定書締結の相手方として最も適したものを選定事業者として決定する。
１５　協定書の締結
⑴　協定者の決定
ア　選定事業者は、前記６⑺の協定書締結日までに協定書が締結できるように速やかに手続きを進めること。その際に当該事業者が提案した内容は、仕様書に規定されたものと見なす。
イ　選定事業者との協定書の締結が成立しなかった場合は、選定委員会の提案順位が次順位の者と協定書締結を行うものとする。
⑵　協定書記載定額午睡用寝具リース提供料金
提案された定額午睡用寝具リース提供料金の金額の範囲内とする。
⑶　リース品
 　　 提案された午睡用寝具リース提供事業に係るマット等のメーカー、商品名、規格とする。
１６　その他
⑴　提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 ただし、不採用となった場合に　　は本市で定めた保存年限満了後、本市の責において全て処分するものとし、本業務における審査以外では使用しない。
なお、東海市ホームページ上で優先交渉権者のみ公表する。
⑵　提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。
⑶　企画提案書で表明された内容が契約内容となるため、実現性が低いにもかかわらず提案するようなことがないこと。選定事業者に決定された後であっても業務目的が達成できないことが確認できた場合には協定書を締結しない場合がある。それに伴う提案者が被る損害について、本市は一切賠償しない。
⑷　企画提案書の作成等に要する費用は、すべて提案者の負担とする。
⑸　市内の私立保育所等から午睡用寝具リース提供事業導入希望があった場合は、市立保育園と同協定内容で提供するよう努めるもの。
⑹　提案者が一者となった場合についても、審査を行うものとする。
⑺　仕様書等は無料とする。なお、仕様書等は本業務の積算、見積り以外の目的で使用してはならないこととし、審査終了後に破棄又は責任を持って管理すること。
8

